
災害時の給排水復旧工事を迅速に

能登半島地震の被害を教訓とし、条例を改正

Ｑ 

条
例
改
正
の
経
緯
は
。

Ａ 

能
登
半
島
地
震
に
て
、
給
排
水
管
の

復
旧
が
遅
れ
た
こ
と
を
受
け
、
改
正

す
る
も
の
で
あ
る
。

Ｑ 

他
市
の
改
正
状
況
は
。

Ａ 

島
田
市
は
６
月
に
改
正
済
み
で
あ
り
、

藤
枝
市
と
吉
田
町
は
現
行
条
例
で
対

応
で
き
る
た
め
、
改
正
予
定
は
無
い

と
の
こ
と
で
あ
る
。

Ｑ 
災
害
時
以
外
に
想
定
さ
れ
る
場
面
は

あ
る
か
。

Ａ 

災
害
時
を
主
に
想
定
し
て
い
る
。

Ｑ 

年
間
給
水
量
と
年
間
有
収
水
量
の
差

は
。

Ａ 

主
に
消
火
活
動
、
水
道
管
の
更
新
工

事
、
水
道
管
の
老
朽
化
に
伴
う
漏
水

に
よ
り
生
じ
る
。

Ｑ 

漏
水
に
よ
る
減
免
方
法
の
周
知
は
ど

う
行
っ
て
い
る
か
。

Ａ 

Ｈ
Ｐ
に
て
周
知
を
行
っ
て
い
る
。

Ｑ 

給
水
原
価
が
増
額
と
な
っ
た
理
由
は
。

Ａ 

委
託
料
の
増
加
、
配
水
場
内
の
修
繕

費
な
ど
の
増
加
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

Ｑ 

所
得
段
階
別
の
水
道
料
金
滞
納
者
の

割
合
は
把
握
し
て
い
る
か
。

Ａ 

水
道
事
業
と
し
て
所
得
状
況
の
確
認

が
で
き
な
い
た
め
、
把
握
は
で
き
な

い
。

Ｑ 

汲
み
取
り
手
数
料
の
料
金
改
定
の
予

定
は
あ
る
か
。

Ａ 

健
全
な
財
政
運
営
が
確
保
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
現
時
点
に
お
い
て
料

金
改
定
の
必
要
性
は
な
い
。

Ｑ 

し
尿
の
汲
み
取
り
で
直
営
と
な
っ
て

い
る
も
の
を
今
後
、
外
部
に
委
託
し

て
い
く
予
定
は
あ
る
か
。

Ａ 

現
在
、
直
営
の
も
の
は
継
続
し
て
い

く
。

Ｑ 

今
回
の
改
正
に
は
会
下
ノ
島
石
津
地

区
の
関
係
も
入
っ
て
い
る
の
か
。

Ａ 

従
前
の
条
例
は
会
下
ノ
島
石
津
地
区

と
駅
北
２
丁
目
・
３
丁
目
地
区
に
つ

い
て
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
栄
町
第

１
地
区
を
追
加
す
る
と
い
う
内
容
で

あ
る
。

Ｑ 

料
理
店
を
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
と

あ
る
が
、
飲
食
店
と
の
違
い
は
。

Ａ 

建
築
基
準
法
上
の
料
理
店
は
、
客
を

接
待
す
る
こ
と
を
主
な
目
的
と
し
た

店
舗
を
指
す
た
め
、
営
業
形
態
に
よ

り
異
な
る
。

Ｑ 

車
両
更
新
の
目
安
と
な
る
運
行
年
数
、

走
行
距
離
は
。

Ａ 

一
般
的
に
は
走
行
距
離
１
０
０
万
キ

ロ
を
車
両
更
新
の
目
安
に
し
て
い
る

が
、
今
回
更
新
す
る
車
両
の
初
年
度

登
録
は
平
成
15
年
９
月
で
あ
り
、
走

行
距
離
は
約
１
３
１
万
キ
ロ
で
あ
る
。

Ｑ 

車
両
の
納
期
は
。

Ａ 

令
和
８
年
３
月
25
日
で
あ
る
。

焼
津
市
下
水
道
条
例
等
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定

令
和
６
年
度
焼
津
市
水
道
事
業
会
計

決
算
認
定
及
び
剰
余
金
処
分
案

令
和
６
年
度
焼
津
市
し
尿
処
理
事
業

特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定

焼
津
市
地
区
計
画
区
域
に
お
け
る

建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

自
主
運
行
バ
ス
車
両
の
取
得

令和６年度決算・条例等の審査概要 ≪建設経済常任委員会≫

15やいづ　議会だより


